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給食費の改定について 

 
１ 平成２７年４月からの給食費改定額について  

 現行給食費 一食単価 改定給食費 改定率 年間回数 一食単価 

小学校 3,900円 233.15円 4,300円 10.2％ 184回 257.06円 

中学校 4,600円 282.68円 5,000円 8.6％ 179回 307.26円 

幼稚園 3,500円 227.8円 3,900円 11.4％ 169回 230.76円 

 
２ 経緯 
（１）小田原市学校給食費検討委員会での検討内容 
○ 第１回検討委員会（平成２６年６月５日開催） 
  小田原市の学校給食の概要・給食費の推移・県内の給食費の状況を確認し、

給食実施回数・給食の質と量を維持するためには、給食費の引き上げは必要で

あると決定した。 
○ 第２回検討委員会（平成２６年６月３０日開催） 

    現状献立とモデル献立を比較し、給食費の引き上げ額について検討をした。

消費税増税分のみの引き上げでは、給食内容を充実させることが厳しいことか

ら、概ね３年先を見越して、小学校は４，３００円、中学校は５，０００円、

幼稚園は３，９００円が妥当との結論となった。 
○ 第３回検討委員会（平成２６年７月１４日開催） 

    最終的に、一律４００円の引き上げと、今後は、概ね３年毎に給食費検討委

員会を開催し、給食費の適正額を検討することを、学校給食会に報告すること

とした。 
 
（２）小田原市学校給食会の決定 

臨時理事会（平成２６年８月２７日開催）の承認を経て、小田原市学校給食

会総会（平成２７年２月１０日開催）において、議案提出し、承認を得られた

ため、平成２７年４月から給食費の改定額が正式に決定された。 
 
（３）改定の周知 

保護者へは、夏休み明けに「給食費に関するお知らせ」を配布し、平成２７

年４月からの給食費の改定を検討していることを周知した。教育委員会と校長

会との連絡調整会議（平成２６年１０月２１日開催）においても、改定額・改

定時期について説明を行った。今後、速やかに保護者に対し改めて通知を行う

とともに、広報紙やホームページでも周知を図っていく。 

資料 ４ 



県内各市の給食費の引き上げ状況
平成27年2月現在

(小学校)

市  名 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 備考

横浜市 4,000

川崎市(3・4年生) 3,850 平成２７年度検討

相模原市 4,000 平成２７年度検討

横須賀市 4,000

平塚市 3,700 3,800 消費税１０％引き上げ
時、再検討

鎌倉市 4,000

藤沢市 3,900 4,100

小田原市 3,900 4,300

茅ヶ崎市 3,900 4,150

逗子市 3,950 4,150

三浦市 3,600 平成２７年度検討

秦野市 4,000

厚木市 3,700

大和市 4,140 4,260

伊勢原市 3,950 4,250

海老名市 4,000

座間市 4,200

南足柄市 4,100 4,300

綾瀬市 4,100

（中学校）

市 　 名 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 備考

小田原市 4,600 5,000

三浦市 4,200 平成２７年度検討

厚木市 4,000

大和市 4,450 4,740

南足柄市 4,500 4,700

綾瀬市 4,600
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報告第１１号

事務の臨時代理の報告（教育財産の取得の申出）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、教育財産の取得の申出につ

いて、別紙のとおり臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



旧小田原医師会衛生会館建物及び土地の取得について 

１ 経緯 

小田原市城内の旧小田原医師会衛生会館については、平成２６年４月に小田原市久野

に新設したおだわら総合医療福祉会館にその機能を移転したことにより、その敷地が所

有者である小田原市に返還されることになった。これに際し、敷地に残る建物を一般社

団法人小田原医師会 代表理事 横田俊一郎から、小田原市に寄付したい旨の申し出が

あった。このため、平成２６年１２月２５日付けで市有財産として取得したが、当該地

が国指定史跡である小田原城跡に位置していることなどから、文化財の保存と活用に資

する利活用を図る方向で文化部文化財課が所管することになった。また、土地について

も、総務部管財契約課が所管する普通財産であったものを文化財課が所管する行政財産

として取得することになったものである。 

２ 建物概要 

（１）住 所   小田原市城内 739 番 2 

（２）建築年   昭和４６年 

（３）構 造   鉄筋コンクリート造 陸屋根５階建 

（４）延べ床面積 1,221.35 ㎡（１階 219.44 ㎡、２～４階 319.20 ㎡、５階 44.31 ㎡） 

３ 土地概要 

（１）地 番   小田原市城内 739 番地 2、739 番地 8、739 番地 9、741 番地 10 

（２）面 積   440 ㎡ 

旧小田原医師会衛生会館位置図 

当該地



報告第１号

事務の臨時代理の報告（平成２７年３月補正予算）について

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、平成２７年３月補正予算に

ついて、原案のとおり同意することにつき臨時代理したので、同条第２項の規定に

より、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 





報告第２号

事務の臨時代理の報告（平成２７年度予算）について

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、平成２７年度予算について、

原案のとおり同意することにつき臨時代理したので、同条第２項の規定により、こ

れを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

















報告第３号

事務の臨時代理の報告（小田原市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念す

る義務の特例に関する条例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市教育長の勤務時間、

休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例について、原案のとおり同意す

ることにつき臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 







報告第４号

事務の臨時代理の報告（小田原市表彰条例の一部を改正する条例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市表彰条例の一部を

改正する条例について、原案のとおり同意することにつき臨時代理したので、同条

第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 







報告第５号

事務の臨時代理の報告（小田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する

条例の一部を改正する条例）について

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市教育に関する事務

の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり同意

することにつき臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 







報告第６号

事務の臨時代理の報告（小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例）に

ついて 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市附属機関設置条例

の一部を改正する条例について、原案のとおり同意することにつき臨時代理したの

で、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 









報告第７号

事務の臨時代理の報告（小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の

一部を改正する条例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市非常勤の特別職職

員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり同意するこ

とにつき臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 









報告第８号

事務の臨時代理の報告（小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市常勤の特別職職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり同意することに

つき臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 













報告第９号

事務の臨時代理の報告（小田原市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条

例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市職員の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について、原案のとおり同意することにつき臨時代理

したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 









報告第１０号

事務の臨時代理の報告（小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担等に関する条例）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、小田原市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例について、原案のとおり同

意することにつき臨時代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 









議案第４号

校長及び教頭の人事異動の内申について 

 小田原市立小学校及び中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について、小田

原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原市教育

委員会規則第４号）第３条第３号の規定に基づき、議決を求める。

  平成２７年２月１９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 


